
１.資　　　　　　料： 狩野川水系河川整備計画（大臣管理区間）の変更概要
（河川整備計画変更本文については下記にて公表しております）
https://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/river/seibi/

２.配　　布　　先： 中部地方整備局記者クラブ、沼津記者会、三島記者クラブ

３.問い合わせ先：
〒 460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
国土交通省　中部地方整備局　河川部　河川計画課（総括）

課長： 小泉　陽彦
コイズミ　　　アキヒコ

建設専門官： 早瀬　正格
ハヤセ　　　　マサノリ

℡　052-953-8148（河川計画課直通）

〒 410-8567  沼津市下香貫外原 3244-2
国土交通省　中部地方整備局　沼津河川国道事務所

副所長(河川)： 程谷
ホドヤ

　浩成
ヒロナリ

流域治水課長： 酒井
サカイ

　大介
ダイスケ

℡　055-934-2009（流域治水課直通）

　中部地方整備局は、狩野川水系において近年の出水の状況、気候変動の影響によ
り激甚化・頻発化する水災害に対応するため、今後概ね３０年間の河川整備の実施
内容をまとめた「狩野川水系河川整備計画（大臣管理区間）」（以下「河川整備計
画」という。）を令和８年５月１１日に変更しました。
　新たな河川整備計画では、狩野川放水路分流堰の改築、狩野川放水路の改築等を
含めた洪水調節機能確保、河川空間の利用、河川環境の保全・創出等を行うことを
計画しています。 引き続き各水系において、気候変動の影響を踏まえた河川整備
計画の見直しを進めてまいります。

令 和 8 年 5 月 11 日

中 部 地 方 整 備 局 河 川 部

沼 津 河 川 国 道 事 務 所

記者発表資料

狩野川水系河川整備計画(大臣管理区間)を変更しました
　～気候変動の影響を踏まえた河川整備計画への変更～



狩野川水系河川整備計画（大臣管理区間）の変更概要

流量配分図（変更整備計画）

○河川整備計画とは、河川法の三つの目的である「治水」、「利水」、「環境」と「総合的な土砂管理」の整備・管理を達成できるよう、今後の川づくりについて具体的に示す計画であり、
法律で定められたものです。
○狩野川水系河川整備計画（大臣管理区間）は、地域の皆様や学識者のご意見を踏まえ、平成28年12月に策定（一部変更）しておりますが、近年の出水の状況、気候変動の影響
により激甚化・頻発化する水災害に対応するため、令和8年5月11日に変更しました。
○下流域の主要な地点黒瀬において、気候変動によって２℃上昇した場合でも年超過確率1/70程度の規模の降雨により発生する洪水を安全に流下させることを目標とします。

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持の内容

治水に関する河川整備の内容

中小規模洪水における流域の治水安全度を向上させるため、既設
狩野川放水路の分流堰の改築を実施します。分流堰の固定堰部を
切り下げることによって、放水路への分派量を増加させます。 

固定堰切り下げによる本川水位低下イメージ

固定堰の切り下げイメージ

狩野川放水路分流堰の改築
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※流域で2,700m³/sの洪水調節機能の確保を行う 
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〔凡例〕 
黒字：現行河川整備計画の目標流量 
赤字：河川整備計画（変更）の目標流量 
青字：河川整備基本方針（R5.8）の計画高水流量 

■：基準地点 
●：主要な地点 

渇水時の対応

令和5年8月に設定した正常流量を
基準に、渇水による被害を最小限
に抑えるため、利水者相互間の水
融通の円滑化、節水対策等の渇水
対策について、関係機関と連携し
て推進します。 

修善寺橋下流のフォトモンタージュ（過去最少流量程度） 沼津狩野川かわまちづくり 函南町塚本地区かわまちづくり 伊豆の国市かわまちづくり

河川空間の利用 かわまちづくりと一体となった河川整備を推進し、関係機
関と連携して狩野川流域における新たな賑わいを創出し、
持続可能な地域づくりにも貢献していきます。 

河道掘削・樹木伐開

河川整備計画の目標流量を安全に流下
又は被害を軽減させるために必要な流
下能力が確保されていない箇所の河道
掘削や樹木伐開を実施します。 

掘削

＜河道掘削のイメージ図＞

HWL

河川空間の利用に関する河川整備の内容



狩野川水系河川整備計画（大臣管理区間）の変更概要

変更河川整備計画の主な整備メニュー環境に関する河川整備の内容

※本計画の対象期間は、概ね30年としています。

柿田川の自然再生事業

開放水面を創出し水辺域のアオハダトンボ等の特徴
的な種の生息・繁殖環境の再生に取組みます。 

在来種(ミシマバイカモ)の高密度域 

柿田川の在来種の創出は植生の定
着を目指すため高密度の面積を目
標とします。 

狩野川水系の環境区分設定

区分５においては自然裸地、水際のエコトーン、連続する瀬と淵等が広くみられ、アオハダト
ンボが継続して確認されています。 
良好な水際のエコトーン、連続する瀬と淵とともに、アオハダトンボの生息環境を保全し、減
少傾向である自然裸地とワンド・たまりの創出を目標とします。 



気候変動の影響を踏まえた河川整備計画の
見直しを行った水系 １水系

今回、気候変動の影響を踏まえた河川整備計画の
見直しを行った水系 ： １水系

※今回変更

R6.7変更

気候変動の影響を踏まえた河川整備計画の変更水系

全水系数 ： １３

〈
〈

〉
〉

※R8.5変更



河川整備基本方針と河川整備計画の概要

（一級河川の場合）
社会資本整備審議会

（二級河川の場合）
都道府県河川審議会

河川整備計画の
決定・公表

学識経験を有する者
河川整備計画の
案の作成

河川整備基本方針
の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表

都道府県河川審議会がある場合

河
川
整
備
基
本
方
針

河
川
整
備
計
画

河
川
工
事
、
河
川
の
維
持

長期的な河川整備の最終目標 河川整備基本方針に従って実施する具体的な整備の内容
（計画対象期間 ：20～30年間程度）

○河川整備計画の目標に関する事項

○河川の整備の実施に関する事項

○当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に
関する基本方針

○河川の整備の基本となるべき事項
・基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項
・主要な地点における計画高水流量、計画高水位、計画横断形に係る
川幅、流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

（一級河川の場合）
関係都道府県知事

（二級河川の場合）
関係市町村長

・河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
・河川の維持の目的、種類及び施工の場所

関係住民

河川法（昭和３９年７月１０日法律第１６７号）（抄）
（河川整備計画）
第十六条の二河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」という。）
を定めておかなければならない。
２（略）
３河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
４河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
５河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
６（略）
７前三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。

意見聴取

意見聴取

意見を反映させる
ために必要な措置

意見聴取


